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文教厚生委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和５年３月１５日（水）

午前１０時０３分開会、午後０時０８分閉会

場 所 第１委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）付託された議案の審査

① 議案第２１号 令和５年度土浦市国民健康保険特別会計予算

② 議案第２２号 令和５年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

③ 議案第２３号 令和５年度土浦市介護保険特別会計予算

④ 議案第３３号 令和４年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

⑤ 議案第３４号 令和４年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）

⑥ 議案第３５号 令和４年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第３回）

（２）その他協議事項

① 土浦市公共施設等再編・再配置計画について（行革デジタル推進課）

４ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 下村 壽郎

副委員長 奥谷 崇

委 員 福田 一夫

委 員 鈴木 一彦

委 員 塚原 圭二

委 員 矢口 勝雄

委 員 目黒 英一

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（１名）

委 員 田子 優奈



2

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（７名）

保健福祉部長 塚本 哲生

高齢福祉課長 塚本 浩幸

国保年金課長 刈山 和幸

こども未来部長 加藤 史子

こども政策課長 菊田 宏巳

保育課長 野中 佑起男

行革デジタル推進課長 元川 宏

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 鈴木 優大

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（１名）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○下村委員長 ただ今から文教厚生委員会を開会いたします。はじめに、協議事項２

から入りたいと思いますので、よろしくお願いします。土浦市公共施設等再編再配置

計画についてを議題といたします。執行部より御説明をお願いします。

○元川行革デジタル推進課長 委員会資料の①をお開きいただきたいと存じます。土

浦市公共施設等再編再配置計画について、御説明させていただきます。お開きいただ

いてる資料は概要版となってございますが、今年度内部会議及び外部委員会に諮りな

がら策定作業を進めてまいりました。こちらの土浦市公共施設等再編再配置計画につ

きまして、文教厚生委員会におきましても９月議会、１２月議会の委員会の中で御案

内差し上げておりましたが、今般計画策定となりましたので、御報告させていただき

たいと存じます。こちらの概要版以外に計画書につきましては、サイドブックス、そ

の他の資料、計画プラン等のフォルダにデータを掲載させていただいておりますので、

後程御確認いただきますようよろしくお願いいたします。簡単でございますが、以上

報告させていただきます。よろしくお願いいたします。

○下村委員長 委員の皆さん御質問等ございますか。

（「なし」という声あり）
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〇下村委員長 ないようですので、その他に入ります。菊田課長、野中課長より委員

の皆さんへ報告がありますので、よろしくお願いします。

○菊田こども政策課長 ２点、御説明させていただきます。まず１点目につきまして、

本日の委員会資料の②をお願いいたします。認定こども園整備工事の壁のコア抜きに

ついてというものでございます。こちらの事前の委員会の時におきまして、整備状況

の説明の際に御指摘がございましたが、外側から一番上に掲げている外側からの写真

で、壁のコンクリート部分に穴が多数開けられていて構造上問題がないか、安全なの

かということについてでございます。この点につきまして、工事の監督をしている住

宅営繕課に確認をしましたところ、この写真の内側からのところの一番下のところの

写真ですけれども、穴が開いている部分につきましては、厚みがあるはりの部分では

なくて、はりの下のところ、いわゆるはり下と言われている部分だというところでご

ざいます。今回開けたものと工事前に開けられていたものとがあるということでござ

います。配管を通するための穴で、工事の市の監督員と設計監理者、設計者とが構造

上の確認をした上で、穴を開ける場所を決めて実施したとのことでございます。また、

コンクリートに穴を開ける際は、真ん中の写真でございますけれども、調査器具によ

りまして穴を開ける位置に鉄筋などが入っていないことを確認しながら、実施してい

るとのことでございます。この真ん中の写真の黒くなっている部分が多数ありますけ

ども、これは穴ではなくて、ボードを貼り付けていた接着剤の跡であるということで

ございます。今回配管を通すために開けたもの以外の穴は、その穴をモルタルで埋め

直すということでございます。もう１点でございますが、こども未来基金の活用につ

いてどのように考えているかということにつきまして、再度お答えさせていただきた

いと思います。今回予算で科目計上をさせていただきましたが、検討していたのかと

いうところで御指摘がございました。前回の指摘を受けたのが令和４年の９月議会の

時に、決算の時の指摘内容として御指摘を受けました。この時期につきましては、も

う既に令和５年度の予算の政策の検討は７月から３か年事業計画で進んでいた時期

で、その３か年事業に上げないと翌年の事業化ができないというプロセスでやってお

りまして、政策の検討のプロセスがもう既に進んでいた時でございまして、その目的

の事業化や基金の積立てなど、今回のこの令和５年予算には政策的検討が反映できな

かったものでございます。そして、基金条例につきまして、その条例の第２条に積立

てに関する規定がございますけれども、この規定では、基金として積み立てる額は一

般会計歳入歳出予算で定めるとしております。これは予算で定めるということから、

予算で定めれば、積立てはできるものでございます。これまでは、寄付金があった場

合に積み立てる扱いで対応しておりましたけれども、今後は基金の利用用途につきま

して、これは政策判断を要することではありますが、検討を進めて、子ども・子育て
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支援計画を今後策定する中で市民へのアンケート調査も予定しておりますし、市民の

ニーズも伺いながら事業の内容や、その財源としての基金への積立てをそれぞれ検討

してまいりたいと考えております。

○下村委員長 委員の皆さん何か意見、質問等ございますか。よろしいでしょうか。

これは先ほども菊田課長から報告ありましたが、昨年の９月の決算の時の委員長報告

の中に積立てのことについて意見を出しました。その中では、積立金はどのように考

えていらっしゃるのかということだろうと思うのですが、福田委員からの意見を取り

上げたものでした。今後もそういったことについては、委員会の最後に意見の出し方

について御協議したいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

これは最後にまとめないと、ここで議論しても仕方がないというふうに感じますので、

よろしくお願いします。ほかになければ、野中課長より報告があります。

○野中保育課長 私から３点について、御説明させていただきます。まず先日の分科

会の中で議案第３２号、令和４年度一般会計補正予算（第１５号）の３款民生費、２

項児童福祉費、６目私立保育園費、１９節扶助費の広域保育給付費、２号、３号保育

認定分の２，６７０万２，０００円の増と２２節償還金利子及び割引率の子供のため

の教育保育給付交付金返還金の３，３８５万５，０００円につきまして、鈴木委員か

ら金額が大きいため詳しい説明を求められましたが、明確な回答ができなかったため、

本日資料に基づき御説明させていただきます。それでは、サイドブックスの資料の③

をお願いいたします。まず１９節の扶助費になります。補正の理由ですが、市外の民

間保育所を利用している利用児童の延べ人数が１５０人増加し、令和４年度の公定価

格単価が１万６，２００円の増加により当初予算に不足が生じ、増額をするものでご

ざいます。令和４年度の予算５，４８９万円の算出根拠なのですが、①としまして、

令和元年から３年までの過去３年間の平均の延べ利用人数、こちらの延べ人数のほう

なのですが、１年間で月に利用した児童数を合算した人数です。例えば１人の児童が

１２か月利用すると１２人になります。こちらに伸び率で１.０５を乗じて、延べ５

１９人と試算してございます。②としまして、こちらの下の表の方になりますが、令

和３年度の公定価格単価が１０万５，７６１円、月のほうになります。、こちらを先

ほどの延べ人数と掛けまして、５，４８９万円と予算を算出してございます。今回の

補正なのですが、こちらの表を見ていただきまして、２行目の実績見込みなのですが、

延べ人数が６６９人ということで、１５０人増、公定価格が１２万１，９６１円とい

うことで、１万６，２００円の増になりまして、実績見込額が８１５９万１，９９０

円となりまして、差引き２，６７０万１，９０９円が増加しましたので、不足する２，

６７０万２，０００円の増額補正をお願いしたものでございます。

○下村委員長 これについては、皆さん質問等よろしいですか。
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○福田委員 市外の民間保育所を利用しているという方が増えたということなので

すが、どちらの民間保育所を利用しているのですか。

○野中課長 表を見まして、近隣の市町になるのですが、一番大きいところでかすみ

がうら市が２０人近くになってございます。また、阿見町、牛久市、つくば市です。

保護者の方が勤務地に近いところに、市外の保育所に児童を通わせていると考えてご

ざいます。

○福田委員 かすみがうら市が２０人で、阿見町はどのぐらいなのですか。

○野中保育課長 保育所の一覧の表は持ってきたのですが、市町村のほうはかすみが

うら市しか算出しておりませんので、個別のものは後で御報告いたします。申し訳ご

ざいません。

○下村委員長 ほかにはよろしいですか。

（「なし」という声あり）

〇下村委員長 つぎに、野中課長より御報告お願いします。

○野中保育課長 つづきまして、資料の④をお願いいたします。２２節償還金利子及

び割引率になります。こちらの補正の理由なのですが、予算要求時に満３歳未満、３

号認定の児童を多く見込んだが、実績では私立保育園及び地域型保育施設での利用人

数が少なかったことにより一部返還金が生じたため、増額をするものでございます。

国庫交付金の対象となる事業は、私立保育園運営事業、私立認定こども園運営事業、

地域型保育運営事業でございます。この表の一番右側が国庫交付金の受入済額になり

ます。その一番下、こちらの合計欄が１５億５，９９０万７，１８４円になってござ

います。次の表なのですが、こちらが令和３年度の実績の数字で、国庫交付金の交付

決定額になります。こちらも右の表の一番下を御覧いただきまして、１５億２，６０

５万２，６２８円になってございます。こちらの原因なのですが、その下の表を見て

いただきまして、こちらは１号認定、２号認定、３号認定の子供たちの人数でござい

ます。その中で３号認定のところなのですが、当初見込みで１万１，８３０人を見込

んでいたのですが、実際実績では１万８８５人ということで、９４５人を多く見込み

過ぎたために、国庫交付金の受入済額の１５億５，９９０万７，１８４円から国庫交

付金の交付決定額１５億２，６０５万２，６２８円を差し引きまして、３，３８５万

４，５５６円、返還金としまして３，３８５万５，０００円を増額補正をお願いする

ものでございます。

○下村委員長 ほかに皆さんからの御意見ございますか。

（「なし」という声あり）

〇下村委員長 ないようですので、報告をもう一つお願いします。
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○野中保育課長 ３点目になります。先日の委員会の中で目黒委員から議案第１２号

の土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正につきまして、放課後デイサービスも該当になるのか等の御質問がありましたが、

今回改正になる省令を再度確認したところ、放課後デイサービスは該当いたしません。

今回対象となるのは、放課後児童クラブのみでございます。

○下村委員長 これについては少し意見がありまして、採決する時に報告がないと採

決を延ばすことになるところだったので、その辺についてはよくお調べいただいてお

いたほうがよろしいかと存じますので、よろしくお願いします。報告はこれで終わり

ということで、お疲れ様でした。それでは、協議事項（１）付託された議案の審査に

入ります。サイドブックスは、本会議、令和５年、第１回定例会、事前配布資料、議

案第１８号～２４号、令和５年度土浦市予算書を御準備ください。議案第２１号、令

和５年度土浦市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。執行部より御説明願

います。

○刈山国保年金課長 議案第２１号、令和５年度国民健康保険特別会計予算について、

御説明いたします。ページは２４４ページになります。歳入歳出予算の総額はそれぞ

れ１４２億８，８３４万１，０００円で、対前年度比では７，２６０万９，０００円、

０.５％の増となっております。増額の主な要因につきましては、市から県へ納める

納付金の増額によるものでございます。なお、国保の加入状況につきましては、令和

５年１月末現在で被保険者数は２万８，９６６人、前年同月比で１，８６４人、６％

の減となっております。２４８ページをお願いいたします。こちら、第２表債務負担

行為でございます。検診委託料につきましては、健診後に実施する特定保健指導が一

定期間を要し年度を超える場合があることから、期間と限度額を設定するものでござ

います。次のジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料につきましては、通知後の

レセプトデータによる効果測定が年度を超える場合があるため、期間と限度額を設定

するものでございます。それでは、歳入から説明させていただきますので、２５２ペ

ージをお願いいたします。歳入、１款国民健康保険税は、歳入予算額の１７.７％を

占めるもので、被保険者数の減少などにより前年度との比較では、１億５３８万５，

０００円、４％の減となっております。１項、１目一般被保険者国民健康保険税及び

２目退職被保険者等国民健康保険税に区分され、さらにそれぞれ医療給付費分、後期

高齢者支援金分、介護納付金分の三つの区分の現年課税分と滞納繰越分に分けられて

おります。２５５ページをお願いいたします。４款国庫支出金、１項、１目災害臨時

特例補助金は、東日本大震災の福島原発事故に伴う避難者の国民健康保険税及び医療

機関等に支払う一部負担金の減免分を補填するために交付されるものでございます。

つづきまして、２５６ページをお願いいたします。５款県支出金、１項、１目保険給
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付費等交付金でございます。１節普通交付金は、被保険者の医療費である保険給付費

の支払に必要な費用が県から交付されるものでございます。２節特別交付金につきま

しては、説明欄１項目の保険者努力支援分につきましては、各保険者における医療費

適正化や収納率の向上等、国保が抱える課題に対する取組などの努力に対して点数に

応じた支援金が交付されるものでございます。説明欄２項目の特別調整交付金交付分

は、市町村の特別な事情等を考慮して交付されるものでございます。説明欄３項目の

県繰入金２号分は、県の国民健康保険運営方針に対する取組状況の評価や、財政力等

を勘案した算定額が交付されるものでございます。説明欄４項目の特定健診等負担金

は、特定健康診査の実施に対して県と国がそれぞれ３分の１相当額を負担するもので

ございます。２５８ページをお願いいたします。７款繰入金、１項、１目一般会計繰

入金でございます。前年度との比較では２０.１％の減となっております。減額の主

な要因といたしましては、令和４年度から賦課方式を３方式から平等割をなくして２

方式に変更しましたが、１節保険基盤安定繰入金保険税軽減分の令和４年度当初予算

計上に当たりまして、例年同様の算出方法で見込んでいたため、平等割の軽減相当分

が過大な見込みとなっていたものでございます。なお、令和４年度の当繰入金につき

ましては、補正予算案にて減額補正をお願いしております。１節保険基盤安定繰入金

から５節財政安定化支援事業繰入金までは、国が定める一般会計からの法定分の繰入

れでございます。１節保険基盤安定繰入金保険税軽減分は、一般被保険者の低所得者

に対する保険税軽減、７割、５割、２割の軽減分を県４分の３と市４分の１の負担金

を繰入れるものでございます。２節保険基盤安定繰入金、保険者支援分は、低所得者

が多い保険者に対する支援分として、国２分の１、県４分の１、市４分の１の負担金

を繰入れるものでございます。３節保険基盤安定繰入金、未就学児均等割軽減分は未

就学児の均等割５割軽減分として国２分の１、県４分の１、市４分の１の負担金を繰

入れるものでございます。４節職員給与等繰入金につきましては、国保特別会計で負

担している人件費等の事務経費相当分の額に対する繰入金でございます。５節出産育

児一時金等繰入金は、出産育児一時金支給額の市負担分３分の２相当額を繰り入れる

ものでございます。６節財政安定化支援事業繰入金は、国保が低所得者や高齢者の加

入割合が多いことなど、保険者の責めに期すことのできない実情に対する繰入れで、

財源は国から交付税措置されるものでございます。７節その他一般会計繰入金につき

ましては、財源不足等を補填するために、法定外分として計上している繰入金でござ

います。なお、令和５年度は国、県が推進している赤字削減解消の方針に基づき、決

算目的には当たらない経費、マル福波及分、保険事業分のみを繰入れとし、前年度と

同額の１億円となっております。２項、１目、１節財政調整基金繰入金につきまして

は、財源不足を調整するものでございます。２６０ページをお願いいたします。９款
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諸収入、３項、１目一般被保険者第三者納付金につきましては、交通事故等の第三者

の不法行為による保険給付について、県国保連合会に損害賠償の求償事務を委託して

収納する賠償金です。なお、説明欄の訴訟分につきましては、１２月の定例会で御報

告させていただきました訴訟分で、令和５年度中に結審した場合の見込額でございま

す。以上が歳入予算でございます。つづきまして、２６１ページをお願いいたします。

歳出予算について、御説明させていただきます。１款総務費、１項、１目一般管理費

は職員人件費のほか一般管理事業の会計年度任用職員１名分の人件費、国保事務執行

に係る一般事務経費で、前年度の比較では１２.２％の減となっております。一般管

理事業の主なものといたしましては、１１節役務費、手数料は県国保連合会へのレセ

プト管理手数料及び交通事故に等における第三者求償事務の取扱手数料でございま

す。１２節委託料、弁護士委託料は、交通事故による第三者の不法行為に係る保険給

付の訴訟のため、市の顧問弁護士に委託する第三者行為訴訟代理人委託料でございま

す。２６２ページをお願いいたします。２目賦課徴収費は、会計年度任用職員４名分

の人件費のほか事務経費で、前年度との比較では０.９％の減となっております。主

なものといたしましては、１２節委託料の電算委託料は、国保加入者の資格給付管理

の共同電算処理や保険被保険者証の作成等の電算業務委託料でございます。２６３ペ

ージをお願いいたします。２款保険給付費につきましては、国保特別会計の歳出予算

額の６９.１％を占めており、前年度との比較では０.３％の増となっております。１

項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費は、被保険者の診療や入院時などの給付分

でございます。３目一般被保険者療養費は、各被保険者における保険適用となった柔

道整復施術費やコルセット代などの給付分でございます。５目審査支払手数料は、県

国保連合会において行う診療報酬明細書レセプトの審査とレセプト電算処理の手数

料でございます。２６４ページをお願いいたします。２項高額療養費、１目一般被保

険者高額療養費は、１か月間の医療費の自己負担が高額となった場合に自己負担限度

額を超えた分が支給されるものでございます。３目一般被保険者高額介護合算療養費

は、医療と介護保険サービスのいずれも利用の利用する場合の負担軽減する制度で、

１年間の医療費と介護料の負担合計額が高額となった場合に限度額を超えた分が支

給されるものでございます。２６５ページをお願いいたします。２６５ページの下段

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は被保険者が出産した際に５０万円を限度と

して支給するもので、支給額の増額により前年度との比較では７.１％の増となって

おります。５項葬祭諸費、１目葬祭費は、被保険者が死亡した場合に葬儀を執り行っ

た方に葬儀費用として５万円を給付するものでございます。２６６ページをお願いい

たします。６項傷病手当諸費、１目傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス

感染症に感染された、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者が療養のため労務に
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服することができない時に、療養中の生活保障として支給されるものでございます。

なお、当予算計上時点におきましては、適用期間が示されていなかったため、年間の

必要額で計上しておりました。２月１日の通知で適用期間が本年５月７日までと示さ

れたことから、申請状況等を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。

つぎに、２６７ページをお願いいたします。３款国民健康保険事業費納付金は、県が

市町村ごとに算出した額を国民健康保険事業費納付金として県に支払うものでござ

います。１項医療給付費分、２項後期高齢者支援金等分、３項介護納付金分に分かれ

ており、合計で４０億７，０８４万７，０００円。前年度比では３億２，３９５万、

８.６％の増額となっております。２６８ページをお願いいたします。４項退職被保

険者等分、１目精算後追加納付分につきましては、国民健康保険事業費納付金の退職

被保険者等分で、国保税収納済額や医療給付費実績等による県の算出額をその翌々年

度に支払うものとなっております。令和３年度分として算定された当該納付金を県に

支払うものでございます。つづきまして、２７０ページをお願いいたします。５款保

健事業費、１項、１目特定健診等事業費は、保険者に義務付けられた特定健康診査事

業において生活習慣病予防対策や、生活習慣の改善指導を実施するための経費で、前

年度との比較では１３.９％の減となっております。説明欄１項目の特定健康診査等

事業の主なものといたしまして、１２節検診委託料につきましては、県総合健診協会、

医療機関等に対する特定健診及び特定保健指導の委託料でございます。１８節負担金

補助及び交付金の特定健診関連人間ドック等補助金は、人間ドック、脳ドック受診者

の特定健診基本項目分に対する補助でございます。なお、受診者１人分の費用として

特定健診基本項目分が国、県の補助の対象となることから、特定健診分のドック受診

実績が確定できるように、２７１ページ、２項、２目の疾病予防費の単独分、疾病予

防事業の人間ドック、脳ドック、検診補助金と分けて計上しております。説明欄２項

目の特定健康診査未受診者勧奨通知事業につきましては、受診率向上のため未受診者

への受診勧奨通知表でございます。説明欄３項目の特定健康診査に係るかかりつけ医

からの情報提供事業につきましては、治療の一環として行った特定健康診査の項目に

ついて、医療機関から検査データの提供をいただくものでございます。２７１ページ

をお願いいたします。２項、２目疾病予防費の説明欄１項目の疾病予防事業は、市単

独分の生活習慣病検診、人間ドック、脳ドック検診の補助金でございます。説明欄２

項目の医療費適正化特別対策事業は、診療報酬明細書レセプトの点検に係る会計年度

任用職員４名分の人件費のほか事務経費でございます。説明欄３項目のジェネリック

医薬品利用差額通知事業は、ジェネリック医薬部品利用差額通知に係る委託料でござ

います。２７３ページをお願いいたします。７款諸支出金、１項、１目一般被保険者
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保険税還付金は、一般被保険者の国保税の過年度分の過誤納還付金でございます。２

７５ページをお願いいたします。１２款予備費は、前年度と同額の計上でございます。

○下村委員長 質問等ありますか。

○塚原委員 ２６５ページの出産育児一時支給事業の５，４００万、これの算出方法

をもう一度教えていただいていいですか。

○刈山国保年金課長 対象者数は前年の平均を見まして１０８名ということで考え

ております。

○塚原委員 今回も５０万円が１０８名で、５，４００万という感じで出されてると

いうことですか。

○刈山国保年金課長 １０８名掛ける５０万ということで、限度額まで見ております。

○塚原委員 分かりました。

○下村委員長 ２５６ページでこういうお話があったと思います。保険者努力支援分

というのがありました。これはどのような仕組みなのですか。

○刈山国保年金課長 努力支援分につきましては、いろいろな各項目がございまして、

例えば先ほどジェネリックの通知などを出しているというようなことをお話しさせ

ていただきまして、そういった医療費に対して抑制する措置がされているですとか、

保険税の納付について徴収率を上げるような努力をしているとか、そのような各項目

が何十項目もあるんです。それを点数化しておりまして、点数を入れていって認めら

れた額が交付されます。しかし、これにつきましては点数が高いからといって前年度

よりも多くもらえるという制度ではなくて、国の予算の範囲内で点数を決めておりま

して、その点数の配分によって、どこも高ければ同じ点数でも交付金が少なくなって

しまうような、そういったところがございます。また、項目が毎年同じではなくて、

年の目玉みたいなもので変わってくるようなことがございます。例えばマイナンバー

制度が始まった頃につきましては、マイナンバー制度に対して周知を行っているかと

いうようなところも点数がございました。ですので、土浦市としては保険証の交付時

にマイナンバーの制度の周知を図りまして、その点数をいただくなど、そういうこと

をやってございます。また、現在行革デジタルのほうでやっていただいてるのですが、

１階のところではマイナンバーカードのマイナポイントについて、被保険証とのひも

づ付け、これを積極的にやっているような場合については点数をいただけるというよ

うなカウントでいただいているものでございます。

○下村委員長 一生懸命すると、どんどん交付金が上がっていくのかなというふうに

感じたものですから、土浦市はどの程度までやっているのかなというところをお聞き

したかったんです。
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○刈山国保年金課長 令和４年度の点数でございますが、満点で９６０点のところ、

土浦市は５４３点でございます。県内の順番ですと、４４市町村中１３位というよう

な結果が出ております。

○下村委員長 分かりました。先ほど言ったように、１３位であるからと言っても、

実際にはいっぱいいただけるわけではないということですね。

〇刈山国保年金課長 当然点数が高いほうがいっぱいもらえるわけですが、市町村が

皆さん点数を取ると予算の範囲内ということになりますので、９６０点で１点が点数

が低くなってしまいます。皆さんが点数を取ると。ですので、その配分は当然４４市

町村中１３位ですから、茨城県内では１３番目に金額が多くもらえているのですが、

その金額が毎年上下してしまって、必ず一定ではないということでございます。

〇下村委員長 保健福祉部がやることではないことをいっぱいやると、点数が良くな

るということもあるわけですね。先ほどのマイナンバーカードなどの難しいところが

関連しているんですね。。

○刈山国保年金課長 先ほどのマイナンバーのところなのですが、それはあくまでマ

イナ保険証、この部分がありますので、そことのひも付けで点数化されているという

ところでございます。

○下村委員長 分かりました。１３位頑張っているほうなんでしょう。どうなんです

か。

○刈山国保年金課長 努力はしております。

○下村委員長 もう少し頑張ってもらうと、もっと高くなるかもしれませんが、難し

いところですいません。ほかには皆さんありますか。

（「なし」という声あり）

〇下村委員長 なければ、採決をいたします。議案第２１号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第２１号、令和５年度土浦市国

民健康保険特別会計予算は、原案どおり決しました。つぎに、議案第２２号、令和５

年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。執行部より御説明願い

ます。

○刈山国保年金課長 議案第２２号、令和５年度後期高齢者医療特別会計予算につい

て、御説明いたします。資料は、２８０ページをお願いいたします。歳入歳出予算の

総額は、それぞれ２２億９，４１６万２，０００円で、対前年度比では８，５４９万

４，０００円、３.９％の増となっております。増額の主な要因は被保険者数の増加

によるもので、被保険者数は令和５年１月末現在で２万２，２９９人、同年の前月末
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の比較では９２９人、４.３％の増となっている状況でございます。歳入から説明さ

せていただきますので、２８６ページをお願いいたします。歳入の１款後期高齢者医

療保険料は被保険者の医療給付に充てる財源として調整するもので、年金から差し引

かれる特別徴収と納付書により納付いただく普通徴収に分かれており、対前年度比で

３.９％の増となっております。なお、保険料率は２年ごとに見直しとなっており、

前回は令和４年度が見直し年度でありましたが、据置きとなっております。次回の見

直しは、令和６年度となります。２８８ページをお願いいたします。３款繰入金、１

項、１目事務費繰入金は、職員５名分の人件費や電算処理業務委託料などの事務経費

に対する一般会計からの繰入れで、前年度との比較は、３.５％の減となっておりま

す。２目保険基盤安定繰入金は保険料軽減分を公費で負担するための繰入れ、一般会

計に交付された県支出金に市費分を合わせて同会計から繰り入れるもので、前年度と

の比較では６.２％の増となっております。３目保健事業繰入金は、被保険者の健康

増進を図るために健康診査や人間ドック、脳ドック受診の市単独検診項目分に係る経

費を一般会計から繰り入れるもので、前年度との比較では４.４％の減となっており

ます。２９０ページをお願いいたします。４項、１目雑入の後期高齢者健康診査業務

委託金は、生活習慣病予防対策として広域連合からの受託により実施している被保険

者の健康診査の委託金が主なものでございます。以上が歳入でございます。つづきま

して、２９１ページをお願いいたします。歳出予算について、御説明させていただき

ます。１款総務費、１項、１目一般管理費は職員人件費のほか後期高齢者医療事業の

事務執行に係る事務経費で、前年度との比較では３.６％の減となっております。２

９２ページをお願いいたします。３款保健事業費、１項、１目健康診査費は、広域連

合からの受託により実施する被保険者の健康診査を行うための経費で、前年度との比

較では５.４％の減となっております。２目疾病予防費は、県広域連合が指定する健

康診査の基本項目以外に対する市単独分の健康診査委託料と人間ドック及び脳ドッ

クへの補助金で、前年度との比較では３.９％の減となっております。２９５ページ

をお願いいたします。５款予備費は、前年度と同額の１００万円の計上でございます。

○下村委員長 委員の皆さんただ今の説明に御意見、御質問等ありますか。

（「なし」という声あり）

〇下村委員長 それでは、採決をいたします。議案第２２号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第２２号、令和５年度土浦市後

期高齢者医療特別会計予算は、原案どおり決しました。つぎに、議案第２３号、令和

５年度土浦市介護保険特別会計予算を議題といたします。執行部に御説明願います。



13

○塚本高齢福祉課長 それでは、３００ページをお願いいたします。議案第２３号、

令和５年度土浦市介護保険特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。介護保

険の給付事業でございます、保険事業勘定の歳入歳出の予算の総額につきましては、

それぞれ１２３億７，６１１万４，０００円で、対前年比２，８６５万８，０００円、

０.２％の減となっております。前年度に比べまして予算が減額となった理由でござ

いますが、一般会計のところでも申し上げましたとおり地域支援事業の一部が重層的

支援体制整備事業として介護保険特別会計から一般会計に移行したことが大きな理

由でございます。それでは、保険事業勘定の歳入から主なものについて、御説明申し

上げます。予算書の３０６ページをお願いいたします。１款保険料、１項介護保険料、

１目、第１号被保険者保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保険者の保険料

でございます。前年比８２３万４，０００円、０.３％の増でございます。つづきま

して、３０８ページをお願いいたします。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介

護給付費負担金につきましては、介護給付費に対する国の負担分で、居宅サービス給

付費の２０％及び施設サービス給付費の１５％が対象となります。前年比１，８２２

万１，０００円、０.９％の増でございます。２項国庫補助金、１目調整交付金につ

きましては、国庫負担金の調整分で、国の示す交付率によるものでございます。２目

地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業につきましては、介護予防日常

生活支援総合事業に対する交付金で、事業費の２０％に調整交付金を加えた額が交付

となります。前年比９２２万８，０００円、１７.５％の減を見込んでおります。こ

れは、介護予防日常生活支援総合事業の一部が重層的支援体制整備事業として一般会

計に移行したことによるものでございます。３目地域支援事業交付金、介護予防日常

生活支援総合事業以外の地域支援事業につきましては、包括的支援事業、任意事業に

対する交付金で、交付率は事業費の３８.５％となり、前年比６，９９５万６，００

０円、７５.５％の減を見込んでおります。こちらの交付金も一部が一般会計に移行

しているものでございます。５目保険者機能強化推進交付金につきましては、市町村

による高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金で、前年比３

９０万７０００円、２１.２％の増を見込んでおります。６目介護保険保険者努力支

援交付金につきましては、市町村による予防、健康づくり、高齢者の自立支援重度化

防止等の取組を支援するための交付金で、前年比２３万２，０００円、１.０％の減

を見込んでおります。３０９ページをお願いいたします。４款、１項支払基金交付金、

１目介護給付費交付金につきましては、４０歳から６４歳までの第２号被保険者の保

険料で、保険給付費の２７％が支払基金から交付されるもので、前年比２，８６０万

７，０００円、０.９％増を見込んでおります。２目地域支援事業支援交付金、介護

予防生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費の２７％が支払基金から交付され
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るもので、前年比２７４万７，０００円、４.５％増を見込んでおります。３１０ペ

ージをお願いいたします。５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金につ

きましては、介護給付費の県負担分で、居宅サービス給付費の１２.５％と施設サー

ビス給付費の１７.５％が交付されるもので、前年比１，６２１万５，０００円、０.

９％増を見込んでおります。２項県補助金、１目地域支援事業交付金、介護予防日常

生活総合事業につきましては、日常生活支援総合事業に対する交付金で、事業費の１

２.５％が交付となるもので、前年比４４７万２，０００円、１５.９％の減を見込ん

でおります。減額の理由といたしましては、介護予防日常生活支援総合事業の一部が

重層的支援体制整備事業として一般会計に移行したことによるものです。２目地域支

援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業につきましては、

包括的支援事業、任意事業に対する交付金で、事業費の１９.２５％が交付されるも

ので、前年比３，４９７万９，０００円、７５.５％の減を見込んでおります。こち

らの交付金も一部が一般会計に移行しているものでございます。３１２ページをお願

いいたします。７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金につきまし

ては、保険給付費の市負担分で、保険給付費の１２.５％を一般会計から繰り入れす

るもので、前年比１，３２４万４，０００円、０.９％増を見込んでおります。２目

地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業及び３目地域支援事業繰入金、

介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業につきましては、地域支援事業の

市負担分で、２目が１２.５％、３目が１９.２５％、それぞれ一般会計から繰り入れ

るものでございます。４目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、低所得者の保

険料負担軽減策として保険料段階が第１段階から第３段階の保険料の負担率を引き

下げるため一般会計から繰り入れるもので、財源の内訳は国が２分の１、県と市がそ

れぞれ４分の１の負担となっており、前年比３４万５，０００円、０.２％増を見込

んでおります。５目その他一般会計繰入金、一節職員給与費等繰入金につきましては、

介護保険事業に携わる職員の人件費に対する一般会計からの繰入金でございます。２

節事務費繰入金につきましては、介護保険事業に係る事務費に対する一般会計からの

繰入金でございます。２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金につきまして

は、保険給付費の不足分を準備基金から取り崩して充当するものでございます。歳入

につきましては、以上でございます。つぎに、歳出について御説明いたします。３１

５ページをお願いいたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につき

ましては、介護保険事業に携わる職員１９名分の職員人件費のほか一般管理事業とし

て介護保険事務処理に係る電算業務委託料等の経費で、前年比１，５５８万４，００

０円、１１.３％の増を見込んでおります。３１６ページをお願いいたします。３項、

１目介護認定審査会費につきましては、介護保険の認定審査会に係る経費で、介護認
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定審査会審査委員３６名に対する報酬とペーパーレス化に伴うシステムの使用料が

主なものでございます。２目認定調査費、調査等費につきましては、介護保険の認定

調査等に要する経費でございまして、調査員４名及び事務員３名の計７名分の非常勤

職員の報酬や主治医意見書の作成手数料、要介護認定調査の委託料などが主なもので

ございます。１１節役務費のうち手数料は、介護認定に係る主治医意見書作成料とな

ります。１２節委託料につきましては、居宅介護支援事業所等への認定調査に伴う委

託料が主なものでございます。３１８ページをお願いいたします。２款保険給付費に

つきましては、保険事業勘定の９５.４％を占めており、各種介護保険サービスの提

供に要した経費として国民健康保険団体連合会に支払う費用でございます。また、サ

ービス費につきましては、国保連を通じてサービス提供事業者へ支払うものでござい

ます。１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費につきましては、要介

護認定者が利用した居宅介護サービス費をサービス提供事業者に支払う費用で、１億

６，５７５万３，０００円、３.８％の増を見込んでございます。３目施設介護サー

ビス給付費につきましては、要介護認定者が入所している施設において利用したサー

ビス費用を施設事業者に支払う費用で、１億５，６８１万９，０００円、４.０％の

増を見込んでおります。一番下、居宅介護住宅改修費につきましては、要介護認定者

の方が手すりの取付けや、段差解消などの住宅改修をした際の改修費について２０万

円を限度に利用者に償還払いをする居宅介護住宅改修事業に係る費用で、２１４万６，

０００円、８.６％の増を見込んでございます。３１９ページをお願いいたします。

７目居宅介護サービス計画給付費につきましては、要介護認定者が介護保険サービス

を利用する際のケアプランの作成費用を作成事業者に支払う費用で、２，６９７万６，

０００円、４.５％の増を見込んでおります。９目地域密着型介護サービス給付費に

つきましては、要介護認定者が利用したグループホームや認知症対応型デイサービス

などの地域密着型サービス費用をサービス提供事業者に支払う費用で、１億７，３３

４万１，０００円、１０.１％の減を見込んでおります。３２０ページをお願いいた

します。２項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援１と要支援２の方への

各種介護予防サービスの提供に要する費用でございます。１目介護予防サービス給付

費につきましては、要支援の方が利用した介護予防サービス費用をサービス提供事業

者に支払うもので、８２２万２，０００円、７.４％の減を見込んでおります。四つ

目の介護予防住宅改修費につきましては、要支援の方が手すりの取付けや段差の解消

などの住宅改修をした際の改修費について、２０万円を限度に利用者に償還払いをす

る費用で、３２万１，０００円、２.４％の減を見込んでおります。５目介護予防サ

ービス計画給付費につきましては、要支援の方が介護予防サービスを利用する際のケ

アプラン作成費用を作成事業者に支払う費用で、１４５万８，０００円、６.５％の
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増を見込んでおります。３２１ページをお願いいたします。下の箱になります。３項

その他諸費、１目審査支払手数料につきましては、介護サービス費や介護予防サービ

ス費等の介護保険給付費の請求、審査及び支払事務を委託している国保連に対する提

出手数料の支払で、２４６万３，０００円、２０％の減を見込んでおります。３２２

ページをお願いいたします。４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費に

つきましては、要介護認定者が支払った居宅介護サービス費用が一定額を超えた場合、

超えた額について償還払をする費用で、４，８７３万５，０００円、１４.１％の増

を見込んでおります。下の箱になります。５項高額医療合算介護サービス等費、１目

高額医療合算介護サービス費につきましては、１年間の医療保険と介護保険を合わせ

た自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた額について償還払する費用で、５

０６万６，０００円、１０.４％の増を見込んでおります。３２３ページをお願いい

たします。６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費につき

ましては、要介護認定者のうち非課税世帯などの低所得者の方が施設に入所した場合

の居住費、食費の自己負担分を軽減するための費用で、１億１，５７４万３，０００

円、２４.２％の減を見込んでおります。つづきまして、３２４ページをお願いいた

します。３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費につきましては、

平成２９年度から実施しております日常生活支援総合事業になります。１目介護予防

生活支援サービス事業費につきましては、緩和型の訪問サービスとして土浦市シルバ

ー人材センターと社会福祉協議会への委託料になってございます。また、要支援者の

方、あるいは総合事業を対象者が利用したサービス費につきましては、国保連を通じ

てサービス提供事業者に支払う負担金でございます。２目介護予防ケアマネジメント

事業につきましては、総合事業の対象者がサービスを利用する際のケアプランの作成

費用について国保連を通じて支払う負担金でございます。一番下の箱、２項、1目一

般介護予防事業費につきましては、一般介護予防事業を担当する職員の人件費のほか、

３２５ページになりますが、介護予防啓発教室事業や介護予防セルフマネジメント事

業、地域リハビリテーション活動支援事業に係る経費と高齢者の方がいつまでも元気

で、介護が必要とならないようにするための事業に要する費用でございます。３２５

ページの下の箱、３項包括的支援事業任意事業の１目任意事業費につきましては、介

護サービスが本来の目的に沿った形で提供され、高齢者の自立支援に資するものであ

るよう、サービスの内容の適正化、介護費用の適正化を図る介護保険適正化事業や、

施設入所の相談や傾聴を行う介護相談員派遣事業、３２６ページに移りまして、ひと

り暮らし高齢者等への食事を配達し、安否を確認する高齢者等在宅生活支援配食サー

ビス事業、外出先での救急搬送や保護された時に緊急時の連絡先や警察、消防への情

報提供を行う高齢者等見守りネットワーク事業など、高齢者の見守りに係る事業の経



17

緯となります。２目在宅医療介護連携推進事業費につきましては、かかりつけ医や多

職種の協働による在宅医療と介護を一体的に提供できる支援体制の構築、運営を図る

ための事業に要する費用で、人生の最期まで住み慣れた我が家で暮らし続けることが

できるような地域づくりを行うための人件費及び市民向けの在宅医療や、介護、み取

りをテーマにした映画の上映や講演会を開催するほか、多職種連携研修会等の在宅医

療介護連携拠点事業に係る費用が主なものでございます。３２７ページをお願いいた

します。３目認知症総合支援事業費につきましては、認知症施策推進大綱に沿って共

生と予防を両輪とした取組を進め、認知症になっても住み慣れた地域で暮らしていけ

るよう、認知症の方やその家族を地域ぐるみで支援することのできる体制の構築を図

るための経費で、市内２か所で毎月開催予定となってございます。認知症カフェの運

営の委託料や地域包括支援センターうららと神立に設置してあります認知症初期集

中支援チームの委託料等が主なものとなります。３２９ページをお願いいたします。

４款、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金につきましては、基金利子及

び決算剰余金等を介護給付費準備基金へ積み立てるものでございます。３３０ページ

をお願いいたします。下の箱になります。５款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計

繰出金につきましては、重層的支援体制整備事業として一般会計に移行となりました

地域包括支援センター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、生きがい対応型デ

イサービス事業などの事業に係る１号被保険者、２号被保険者が負担すべき額につき

ましては、保険料や支払基金交付金として介護保険特別会計の歳入になりますことか

ら、一般会計に繰り出すものでございます。

○下村委員長 委員の皆さん質問等ありますか。

○目黒委員 歳入のほうで、地域支援事業、介護予防日常生活支援総合事業、以外の

地域支援事業というところで、重層的支援に移行すると言われたのですが、具体的に

どのような内容が重層的になるのでしょうか。

○塚本高齢福祉課長 具体的に申し上げますと、地域包括支援センター事業で行って

おりました事業、介護支援ボランティア制度の事業、市内８か所で行っております生

きがい対応型デイサービス事業、その他シルバーリハビリ体操事業、介護予防応援事

業、高齢者権利擁護推進協議会がございまして、そちらの運営のための事業費と地域

包括支援センターの運営事業費等が主なものでございます。

○目黒委員 歳出のほうで同じように毎年、前年度比減ってるというのは、それとイ

コールというところが多いのでしょうか。

○塚本高齢福祉課長 基本的にはこれまで介護保険特別会計で行っておりまして、今

の事業が一般会計に移行になりまして、その事業については１号被保険者、２号被保

険者、そういった方の保険料等、あるいは支払基金から入ってくるものが一旦介護保
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険特別会計に入ってきますので、それを一般会計に繰り出すということを行いますの

で、結果的にはトータルでマイナスになっているという状況です。

○下村委員長 ほかにはよろしいでしょうか。私からでよろしいでしょうか。例えば

具体的に言うと、土浦市にリハビリ病院ができました。土浦市内の真鍋のほうに。そ

うすると、あそこでやっていることは、例えば３１８ページのどの辺に当たりますか。

介護的なサービス。あそこの中でやっていることは相当あるんだろうと思うのですが。

○塚本高齢福祉課長 ３１８ページの保険給付費の部分でございますが、こちらにつ

いては、３目施設介護サービス給付費に該当して、こちらの予算から支出ということ

になるものでございます。介護サービスというところです。

○下村委員長 また、３１９ページ。サービス計画給付事業というのは、これはケア

マネジャーの話ですか。

○塚本高齢福祉課長 そのとおりでございまして、介護保険サービスを使う場合には

ケアマネージャーが作成するケアプランが必要になります。その費用については、そ

の被保険者の負担ではなくて、保険者の負担ということになりますので、その分の費

用でございます。

○下村委員長 施設のケアマネージャーや訪問介護をしていながらケアをするマネ

ージャーが計画を立てたりするという。例えば施設規模によってケアマネージャーと

いうのはどの程度の人数を受け持っていて、人数の受持ちと経費と言いますか、１人

当たりはどのようでしょうか。

○塚本高齢福祉課長 特に一つの施設当たりどのぐらいいるかというのは手元に資

料ございませんで、その施設によってまちまちなのかなと思います。１人で見られる

プランを立てる状況というのは当然上限ございますので、無限にというわけにいきま

せんので、ある程度の規模については定められたものがあろうかと思います。

○下村委員長 その辺についてよく一般の市民の方から問合せと言いますか、ケアマ

ネージャーさんが連絡をとっても連絡取れませんよとよく言われる施設のところ。な

ぜかと言うと、ケアマネージャが忙しくて外出しているというのは、今度訪問介護の

ケアマネージャーさんとしての計画を説明してから来なければいけないとか、そうい

ったことで全然忙しいんだよというような施設側の説明では外出、外出。そして、施

設の一人一人のケアの仕方についての計画書を作成するか、そこで訪問介護をしてい

るなど。費用の割に人手が不足していて、これだけの費用を払っているのかという、

そういうふうに感じてしまうわけです。その辺りの把握をしていただきたいなと。一

生懸命やっているのは分かります。それぞれの施設は大変一生懸命やっていると思い

ます。しかしながら、ケアマネージャーというのは、少なければその方に負担がいっ

て、さらに利用する方が相談したくても相談できないとこれもちょっと。国のお金を
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使いながら、おかしな現象になっているのかなというところも感じますので、少し聞

いていただいて、調査をしていただければなと。というのは、受持ちをする適正な人

数や、いわゆる１人当たりの経費など。１人作成すると、点数が１万点ぐらいいって

しまいますか。点数で言うとそんな感じでしたよね。

○塚本高齢福祉課長 １人３０人まで。マックスでは５０名まで持てるようなのです

が、３０人を超えてくると１人当たりの単価が減額になってしまうというお話でござ

います。１件当たり作成料については１万５，０００円ぐらいの金額があるようでご

ざいます。委員長おっしゃるように、ケアマネージャーさんは非常に忙しいです。と

言いますのは、被保険者、介護を利用する方の状態を一番分かっている方がケアマネ

ージャーさんということがございまして、実際にケアプランを作ったりなどというそ

の点数になる部分と実際に訪問してその方の状態を見たりとか、そういった部分とい

うのはお金にならない部分もかなりあるんだと思います。そういった部分も含めての

作業になりますので、人件費の仕事の割には効率が悪いのかなというふうに思ってお

ります。そういった部分で、なかなか介護のなり手が少ないのかなと。これは一般質

問の中で福田議員からも一般質問ございましたが、この介護職というのは人材確保が

非常にネックになってございまして、その辺の部分が介護職がなかなか集まってこな

いという理由の一つになってくるのかなと。特にこのケアマネージャーについても資

格が必要になりますので、なかなかハードル高くて誰でもできるという状況ではない

ので、非常に人数的には難しい状況に、不足をしているというのが現状になっている

ことかと思います。その点については国のほうでもいろいろな加算を付けたりと、処

遇改善ということで加算を付けたりということで、人材確保に努めているようでござ

いますので、市といたしましてもそういった部分を見ながら人材の確保に努めてまい

りたいと思っております。

○下村委員長 御説明のとおり人材不足であると思います。その割に不足に対する補

充がないということで、その辺の説明もありましたが、結局サービスを受ける側とし

ては連絡が取れないのが一番困るんです。また、介護のケアマネージャーが作る計画

書については、作りっ放しになってしまう。こちらから問合せができないし、する時

にも相手がいない。要するに忙しくて。それで、自分の持っている介護を受けるとき

のポイントがあるわけです。一月幾らという。そのポイントをどのように有効に使え

るかという相談が出てきて、これでやっていきますと言われた時に困ってしまうと。

自己負担が発生するわけです。そのため、その辺りも市のほうで少し頑張ってチェッ

クを入れて欲しいなというより、その人材確保についての支援体制を整えていただけ

れば有り難いなというふうに感じますので、土浦市においてよろしくお願いしたいな

と思います。要望でした。ほかにはございませんか。
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（「なし」という声あり）

〇下村委員長 それでは、採決をいたします。議案第２３号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第２３号、令和５年度土浦市介

護保険特別会計予算は原案どおり決しました。暫時休憩いたします。

（午前１１時２８分休憩）

（午前１１時３７分再開）

〇下村委員長 再開いたします。つぎに、議案第３３号、令和４年度土浦市国民健康

保険特別会計補正予算（第３回）を議題といたします。資料は議案３２号から３７号

をお開きください。執行部より御説明願います。

○刈山国保年金課長 ページのほうは追加議案の４９ページをお願いいたします。今

回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ２億４，５６９万５，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を１４１億４，９４９万６，０００円とするものでございます。

歳入から説明させていただきますので、５４ページをお願いいたします。５款県支出

金、１項、１目保険給付費等交付金、２節特別交付金の説明欄１項目、特定健診等負

担金につきましては、特定健診等の実施に対する負担金、国３分の１、県３分の１で、

申請額の確定に伴い減額補正するものでございます。同じく説明欄２項目、特定健診

等負担金追加交付分につきましては、令和３年度の実績により当該負担金の額の確定

による追加交付に伴い増額補正するものでございます。６款財産収入、１項、１目利

子及び配当金につきましては、国保財政調整基金積立金の利子の見込額により増額補

正するものでございます。７款繰入金、１項、１目一般会計繰入金、１節保険基盤安

定繰入金、保険税軽減分につきましては、一般被保険者の低所得者に対する保険税軽

減分を県と市で負担するための繰入れで、額の確定により減額補正するものでござい

ます。減額の主な理由といたしまして、先ほど予算でも御説明させていただきました

とおり、令和４年度から賦課方式を３方式から平等割をなくして、２方式に変更いた

しましたが、当初見込み時点では例年同様の算出方法で見込んでいたため、平等割の

軽減相当分が過大な見込みとなったものでございます。２節保険基盤安定繰入金、保

険者支援分につきましては、低所得者が多い国保保険者の支援分として国２分の１、

県４分の１、市４分の１で負担するための繰入額の確定により減額補正するものでご

ざいます。４節出産育児一時金等繰入金につきましては、出産育児一時金支給額の市

負担分３分の２相当額を繰り入れるもので、決算見込みにより減額補正するものでご

ざいます。７節保険基盤安定繰入金、未就学児均等割軽減分につきましては、子育て

世帯の経済的負担軽減の観点から制度化されました未就学児に係る均等割保険税の



21

５割軽減分の支援分として国２分の１、県４分の１、市４分の１で負担するための繰

入れで、額の確定により増額補正するものでございます。つづきまして、歳出でござ

います。５５ページをお願いいたします。１款総務費、１項、１目一般管理費、１２

節委託料の弁護士委託料につきましては、交通事故による第三者の不法行為に係る保

険給付について、市の顧問弁護士委託するための委託料でございます。１２月の定例

会で訴訟の提起をお願いしたもので、令和４年度中の和解は困難なため減額補正をお

願いするものでございます。２款保険給付費、４項、１目出産育児一時金、１８節負

担金の出産育児一時金負担金につきましては、決算見込みが当初見込みより下回った

ことから減額補正をお願いするものでございます。５款保健事業費、１項、１目特定

健診等事業費、１２節委託料の検診委託料につきましては、決算見込額が当初見込み

より下回ったことから減額補正をお願いするものでございます。つづきまして、５６

ページをお願いいたします。６款基金積立金、１項、１目、２４節積立金の財政調整

基金積立金につきましては、今回の補正予算の歳入と歳出の差額を財政調整基金積立

金で調整するものでございます。

○下村委員長 委員の皆さんただ今の御説明に質問等ございますか。

○福田委員 ５５ページの出産育児一時金の負担金の減がありますけれども、これは

出産見込みが大幅に少なかったということになりますか。

○刈山高齢福祉課長 議員さんおっしゃるとおりでございまして、当初見込みよりも

下がったために減額をお願いするものでございます。

○福田委員 見込みよりもどのぐらい少なかったんでしょうか。

○刈山高齢福祉課長 当初は１２０件の見込みでございました。それに対しまして、

今回が８５件までの見込みということで減らしております。当初見込みとしましては

１２０人が出産するだろうという見込みでおりましたところ、現在実績で６３人出て

おりまして、その後３月までに２２人が出産できるんじゃないかということで予想を

立てて、決算見込みとしております。ですので、１２０引く８５でございますので、

３５件分少なくなったと。あくまで見込みでございますので、出産できなくなったと

いうことではなく、いわゆる見込みよりも国保のほうで出産する予定の方が少なくな

ったということでございます。

○福田委員 少子化が国家的な問題、課題になっている中で、どういうふうに考えた

らよろしいのかなというところなんですが、どうお思いなりますでしょうか。

○刈山高齢福祉課長 こちらの予算につきましては、過年度の実績等を見込んで人数

等を見ております。ただ、国保での見方になってしまいますので、この時点では過去

の経歴から１２０件、今回先ほどの予算では過去の実績から１０８件ということで若

干減らしているというところでございます。今後コロナが収束してくれば。
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○塚本保健福祉部長 非常に難しい問題でして、５月８日から新型コロナも基本方針

等全てなくなっていくという状況で、落ち着きを見せている状況もありますので、こ

の先は出産の人数も上がっていくんじゃないかなというふうに予想はしているとこ

ろです。

〇福田委員 昨年でしたたでしょうか。史上最低だったというような報道もありまし

たけれども、いろんな意味で大きな問題であることは確かですので、何とか出生率が

アップできるような、そういう努力を我々も含めてしてまいりたいと思います。

○下村委員長 ほかにはよろしいでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇下村委員長 ないようですので、採決をいたします。議案第３３号は原案どおり決

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第３３号、令和４年度土浦市国

民健康保険特別会計補正予算（第３回）は、原案どおり決しました。つぎに、議案第

３４号、令和４年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）を議題といた

します。執行部より御説明願います。

○刈山国保年金課長 議案第３４号、令和４年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正

予算第３回について、御説明いたします。ページは５７ページをお願いいたします。

今回の補正は歳入歳出それぞれ５０２万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

２２億１，２８７万６，０００円とするものでございます。歳入から説明させていた

だきますので、６２ページをお願いいたします。３款繰入金、１項、２目保険基盤安

定繰入金でございます。説明欄１項目の保険基盤安定負担金、低所得者の保険料軽減

分繰入金につきましては、低所得者の保険料軽減分を公費で負担するための繰入れで、

額の確定により減額補正するものでございます。また、説明欄２項目の同負担金、被

用者保険被扶養者の保険料軽減分繰入金につきましては、後期高齢者医療制度加入前

に会社の社会保険等の健康保険の被扶養者であった場合、加入後２年間に限り保険料

が軽減となり、その分を公費で負担するための繰入れで、額の確定により増額補正す

るものでございます。つづきまして、歳出でございます。６３ページをお願いします。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金でご

ざいます。後期高齢者医療保険基盤安定納付金につきましては、低所得者等の保険料

軽減に係る公費負担分を広域連合に納付するもので、額の確定により減額補正するも

のでございます。

○下村委員長 委員の皆さんただ今の説明に御質問等ありますか。

（「なし」という声あり）
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〇下村委員長 それでは、採決をいたします。議案第３４号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第３４号、令和４年度土浦市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）は、原案どおり決しました。つぎに、議案

第３５号令和４年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第３回）を議題といたします。

執行部より御説明願います。

○塚本高齢福祉課長 議案第３５号、令和４年度土浦市介護保険特別会計補正予算

（第３回）につきまして、御説明させていただきます。６４ページをお願いいたしま

す。今回の補正につきましては、令和４年度の収支見込みに基づき、それぞれの予算

科目において増減を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，１７１万３，０００円

を追加し、予算の総額を１２５億６，２４９万円とするものでございます。６９ペー

ジをお願いいたします。歳入でございます。１款保険料、１項介護保険料、１目第１

号被保険者保険料の１節現年度分特別徴収保険料につきましては収入見込額が当初

見込額を下回ることが見込まれましたことから減額し、２節現年度分普通徴収保険料

につきましては収入見込額が当初見込額を上回ることが見込まれましたことから増

額するものでございます。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金

につきましては、国の交付決定に基づき増額するものでございます。２項国庫補助金、

１目調整交付金につきましては、国の交付決定に基づき減額するものでございます。

４目介護保険災害臨時特例補助金につきましては、東日本大震災による避難指示区域

からの避難者の介護保険料軽減分に対する国からの補助で、国の補助額が示されまし

たことから増額するものでございます。５目保険者機能強化推進交付金につきまして

は、市町村による高齢者の自立支援重度化防止等の取組を支援するための交付金で、

国から交付額の内示がありましたことから増額するものでございます。６目介護保険

者努力支援交付金につきましては、令和２年度に創設された交付金で、市町村による

予防、健康づくり高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金で、

国から交付額の内示がありましたことから、減額するものでございます。８目介護保

険事業補助金につきましては、介護保険報酬改定等に伴うシステム改修に係る国から

の補助金で、事業費の２分の１が交付されるものでございます。７０ページをお願い

いたします。４款、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金につきましては、４

０歳から６５歳未満の第２号被保険者の保険料で、支払基金からこれまでの実績に準

じた交付決定がありましたことから減額するものでございます。５款県支出金、１項

県負担金、１目介護給付費負担金につきましては、県の交付決定に基づき増額するも

のでございます。６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきまし
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ては、介護給付費準備基金の利息で、科目計上のみであったことから増額するもので

ございます。７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金につきまして

は、当初の見込みよりも保険給付費が下回ることが見込まれたことから減額するもの

でございます。２目地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業につきまし

ては、当初の見込みよりも保険給付費が上回ることが見込まれたことから増額するも

のでございます。４目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、国、県の交付決定

に基づき増額するものでございます。７１ページをお願いいたします。上から二つ目

の箱になります。２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金につきましては、

保険料収入や国県支出金等の歳出に対して不足が見込まれた場合、基金を取り崩して

充当するもので、今回歳出に対して歳入が不足することが見込まれましたことから増

額するものでございます。９款諸収入、２項雑入、２目返納金につきましては、介護

給付費の返還金でございまして、返還額に合わせて増額するものでございます。つづ

きまして、歳出でございます。７２ページをお願いいたします。３款地域支援事業費、

１項、１目介護予防生活支援サービス事業費につきましては、当初の見込額を上回る

ことが見込まれましたことから増額するものでございます。２目介護予防ケアマネジ

メント事業費につきましても当初の見込額を上回ることが見込まれたことから増額

するものでございます。４項その他諸費、１目審査支払手数料につきましても当初の

支払が当初の見込額を上回ることが見込まれたことから増額するものでございます。

４款、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金につきましては、基金運用利

息や第１号被保険者延滞金、介護給付費返還金等を基金に積み立てするもので、当初

の見込額を下回る見込みであることから減額するものでございます。

○下村委員長 委員の皆さん御質問等ありますか。ちょっと一つだけ。私からよろし

いですか。６９ページで保険料、現年度分の特別徴収保険料の減の原因について、分

かる範囲で御説明いただければと思います。

○塚本高齢福祉課長 こちらについては、当初見込みがちょっと多すぎたのかなとい

うところでございますが、年度途中で所得の金額が変わったりしますと、特別徴収か

ら普通徴収に変更になるということもございまして、所得の変動等も多少はあったの

かなということを想定されます。そういったことで特別徴収が減額になり、普通徴収

分が増えてるということが一つの要因ではないかなというふうに見込んでございま

す。

○下村委員長 ということは、例えば特別徴収というのは会社員であったりというこ

とでよろしいですか。

○塚本高齢福祉課長 介護保険料につきまして、特別徴収というのは年金からの天引

きの部分について特別徴収ということで、直接納付書でお支払いいただくのが普通徴
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収ということでございます。前年中の所得に変動があった場合等については、もらっ

ている年金額が非常に少なくなってしまうと。保険料が増えた場合ですね。そういっ

たことがありますことから、特別徴収から普通徴収に切り替えるというようなことも

ございまして、特別徴収の額については、見込みよりも減ってしまったのかなという

ふうに見込んでございます。

○下村委員長 そうすると、年金から特別徴収で引かれていたのが今度普通徴収にな

ると自分で納めるようになるというと、何か原因がそこにあるのかなと思うんですけ

ど。

○塚本高齢福祉課長 ただいま申し上げましたが、所得の変動ですね。例えば前年中

に申告されてる金額にプラスアルファの部分があって、申告が漏れていたものを後々

になって申告をすることによって増えたりとか、あるいは減額もそうなんですけれど

も、前年中の所得等の修正申告、あるいは更生等によりまして所得が変動すると特別

徴収の金額が変わってしまいますので、普通徴収に切り替えるということでございま

す。

○下村委員長 ８７００万の減だから、何か大きい原因、要素があったのかなという

ふうに感じたものですから質問しました。

○塚本高齢福祉課長 第１号被保険者の部分ですので、６５歳以上ということで、ほ

とんどの年金をもらってる方が特別徴収ということになろうかと思いますが、こちら

の見込みについては、これまでの何年間かの伸び等々によって見込んでございます。

その見込みについて当初の見込みほどは伸びなかったというのも大きな要因の一つ

ではないかなというふうに思っております。

○下村委員長 介護保険は人によって、収入によって違うんでしょうけども、最大は

幾らって決まっていますよね。

○塚本高齢福祉課長 保険料については、１３段階に現在決まってございまして、一

番高い方ですと年額で１３万９，２００円、一番安い方ですと年額１万３，９００円

ということで、１３段階に分かれてございます。

○下村委員長 介護保険料で８，７００万も減になってしまうこと自体が最初から計

上の仕方が悪かったっていうことかなというふうに感じてしまうのですが、この辺に

ついて御説明いただければと思います。

○塚本高齢福祉課長 普通徴収、特別徴収とで分けてございまして、特別徴収は８，

７００万ということでございますが、普通徴収特別徴収については徴収の仕方によっ

ての違いでございますので、今回補正額として合わせて７，５００万の減額というこ

とでございます。その徴収の仕方が普通徴収か特別徴収かということでございますの

で、基本的に当初見込みより少なかったという金額については、７，５４５万６，０
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００円になるのかなというふうに思っております。これがトータルの金額２７億２，

５８４万７，０００円がトータルの見込額、当初の補正前の予算額でございますので、

割合にしますと２.７％の割合になりますので、やむを得ない額なのかなというふう

に私のほうでは見てございます。

○下村委員長 例えば７，５００万って簡単に少なくなってしまいましたけども、簡

単に言うと１３段階で１３万９，２００円が最高額ですよって言った時、何名の人な

のと単純に計算しちゃったというか。そしたら結構な金額じゃないのと、人ですよね。

人数というふうに感じてるわけです。そこら辺の感じ方、捉え方の違いだったのかな。

私の捉え方がちょっとよくないのかもしれないんだけれども。そんなところがちょっ

と知りたかったというところでもあります。後でもいいですけども、教えていただけ

れば有り難いです。金額ですと減額になったんだと言いますが、金額としては介護保

険は総額からいくと７，５００万は大きい金額なのかなという、そういう発想でした。

すいません。何か言いたいことお分かりになりましたか。

○塚本高齢福祉課長 先ほどの全体で先ほど申し上げましたとおり７，５４５万６，

０００円ですか。これを１３万８，０００円程度で割り返しますと５４６名分に当た

るのかなというふうに思っております。このうちの１号被保険者については４万人ほ

どおりますので、４万人のうちの５４６人ということの金額になるので、単純にその

数字的なお話になってしまいますけれども、そういう割合からするとやはりこちらに

ついても１.３％ぐらいになってきますので、どうしてもその一人一人の積上げでは

なくて総額の推計で歳入を見込んでおりますので、どうしてもずれはある程度は出て

しまうかなというふうに感じております。

○下村委員長 ６５歳超えてから介護保険を払いなさいと言っても、実は働くことこ

ろがなければ介護保険料も払えないというようなことが発生してるのかというとこ

ろも考えられるのかなと思ったわけです。これは五百何名という簡単に割っていくと

そういうことなんですけども、その特別徴収というところで、年金から普通に戻った

のが逆に言うと１，１９４万７，０００円が増えてるわけですね。だからこういった

ことも増えてるということは、働き口がなかったっていう、何か変動があったわけだ

ね。もしかすると。あと還付で減っているかもしれないし、増えているのは年収が増

えたからどうなったかもしれないけども、よく分からない。そういった現象が起きて

るのかなというところも想定できるのかなというふうに感じました。これはここで終

わりにしましょう。ほかにはないでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇下村委員長 ないようですので、採決をいたします。議案第３５号は原案どおり決

することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」という声あり）

○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第３５号、令和４年度土浦市介

護保険特別会計補正予算（第３回）は、原案どおり決しました。以上で当委員会に付

託された議案等の審査は終了いたしました。以上で、文教厚生委員会を閉会といたし

ます。


